
須磨離宮公園 キッチンカー等出店事業者募集要項 

 

令和８年３月 

 （公財）神戸市公園緑化協会 

 

1. 募集の目的 

 公益財団法人神戸市公園緑化協会（以下「協会」という。）は、神戸市から指定された指定管理

者の代表者として、須磨離宮公園の管理運営を行っています。 

 須磨離宮公園は、平安時代の史跡や六甲山系から連なる緑に囲まれた丘陵から、はるか大阪湾

を望むロケーションにあります。皇室の別荘「武庫離宮」、旧岡崎財閥私邸の遺構から、かつて別

荘地として愛された須磨の地を体感することができます。また、バラをはじめとする四季折々の

花やフィールドアスレチック「子供の森」などもあり、家族で楽しめる公園となっています。 

 本募集要項により、園内の賑わい創出や入園者の利便性向上を図るとともに、キッチンカー等

により利用者ニーズに合った飲食物の販売を安定的に行うことができる運営事業者（以下「出店

者」という。）を公募いたします。 

  

2. 募集概要 

(1) 須磨離宮公園の概要 

① 所在地 神戸市須磨区東須磨 1-1 

最寄駅 山陽電車 月見山・須磨寺駅より徒歩 10 分 

② 運営内容 

開園時間 9 時～17 時 

入園料 15 歳以上（中学生を除く）400 円、小・中学生 200 円 

駐車料金 乗用車 1 回７00 円（繁忙期５月土日祝９００円）、バス 1 回 2,８00 円 

③ 施設内容 

〇本園エリア （面積 約 17.8 ヘクタール）  

 主な施設：噴水広場、王侯貴族のバラ園、花しょうぶ園、フィールドアスレチック「子供 

の森」、レストラン（ガーデンパタジェ須磨離宮）、駐車場約 300 台 

〇植物園エリア （面積 約 5.2 ヘクタール） 

主な施設：観賞温室、和室・和庭園、花の庭園、梅園、ぼたん園、駐車場（予約制）20 台 

(2) 募集内容 

既存の園内レストラン（ガーデンパタジェ須磨離宮）を補完し、飲食物の販売を行うことにより

入園者に利便を提供し、公園の賑わいづくりにつながるキッチンカー並びにテント出店による

出店者を募集します。 

なお、須磨離宮公園は、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の入園者の方々にご利用いただい

ており、幅広い入園者が気軽に購入でき、満足を得られる飲食物を販売してください。 

 

3. 出店条件 

（１） 出店契約の締結 

応募受け付け後に、協会との契約書として出店に係る覚書を締結していただきます。 

（２） 契約期間 

   協会との契約期間は、令和 8 年 4 月 29 日から令和 9 年 3 月 31 日までとします。 



 

なお、出店状況を踏まえて、同一条件でさらに令和 1０年３月３１日まで更新する場合があります。 

 ただし、契約期間中に協会が須磨離宮公園の指定管理者の指定を取り消された場合、契約は当 

然に終了するものとし、協会は損害等の一切の補償を行いません。 

 （３） 出店方法 

   ① キッチンカーによる出店  

   ② テント設営による出店  

（この場合、営業に必要となるテント、机、椅子、等は出店者の負担と責任において設置し 

 ていただきます。※出店者の状況により相談可） 

(4) 営業日数 

     出店者は、４月～６月、9 月～１１月、3 月の間に少なくとも平均各月２回は出店し、またこちらが 

指定するイベント時も合わせて契約期間中の 1 年間で１８回以上出店してください。 

イベント日程：①令和 8 年 5 月 1 日（金）～令和 8 年 6 月 7 日(日) 春のバラ観賞会 

②令和 8 年１０月１７日(土)１８日（日） 

ハロウィンキャンドルナイト（夜間開園１９時まで） 

         ③令和 8 年 11 月 28 日(土)クリスマスキャンドルナイト（夜間開園２０時まで） 

         ④令和 8 年 11 月 7 日(土)～12 月 6 日（日）までの土日祝（１１回） 

           ルミエールもみじ観賞会期間（夜間開園２０時まで） 

      ※上記①観賞会期間のうち８回以上を目安に出店してください。 

      ※上記②③イベントについては、どちらか。両方でも可 

      ※上記④イベント 11 回のうち４回以上を目安に出店してください。 

 (5) 営業時間 

公園の開園時間（午前９時から午後５時まで）内で出店者の判断により営業してください。 

なお、公園の開園時間を延長する日は、開園時間に合わせて延長できるものとします。 

 (6) 雨天時営業中止 

雨天の場合、協会からの指示により営業を中止していただきます。 

 (7) 出店場所 

   出店場所については、レストハウス・潮見台休憩所・観賞温室の周辺には出店できません。 

（観賞温室西側の花の広場は出店できます。） 

それ以外の場所であれば、原則として希望する場所に出店できるものとしますが、入園者の通 

行を阻害しないように注意してください。 

また、複数の出店者の出店日と希望場所が重複する場合、出店場所につき協会と協議のうえ決 

定するものとします。 

 

４． 出店者の経費負担 

 出店者は、以下に掲げる経費を負担してください。 

(ア) 納付金 

毎月末の月締めでの売上額（税込）に15%を掛けた金額の歩合金を、協会の指定する期日ま

でに納付してください。   

(イ) 店舗運営費・維持管理費用（人件費、材料費、光熱水費、修繕費等） 

※希望する場合は、公園内の電源と水道を使用することができ、その場合、電気使用料は 1 



 

 日当り 8８0 円（税込）、水道使用料は 1 日あたり 2２0 円（税込）を、それぞれ協会に納付 

 していただきます。テント・机・椅子などは、その都度要相談（有料での貸し出しとなります）。 

(ウ) 原状回復費用 

 

５. 遵守事項等 

 (1) 営業に係る権利の譲渡等の禁止 

出店者は、その営業に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用・代行させること 

はできません。出店者が自ら営業してください。 

(2) 営業に関する注意事項   

① 什器・備品・釣銭 

営業に必要な什器・備品・釣銭等は、すべて出店者が用意してください。 

② 電気・水道  

・必要な場合、協会が指定する固定電源及び水道栓を使用することができます。 

（ただし、出店場所によっては固定電源・水道栓を使用できないことがあります。） 

・固定電源及び水道を使用する場合、それぞれの使用料金を協会の請求に基づき、指定する期

日までに指定する方法により支払ってください。 

③ 廃棄物処理 

・販売により発生した廃棄物は、排水も含めてすべて出店者の負担において処分してください。 

・店舗には、ごみ箱を設置し、周辺を清潔に管理してください。回収したごみも、出店者の負担に 

おいて処分してください。   

④ 搬入・搬出  

・園内でのキッチンカー(又は店舗設営用車両)の通行は、開園後の 1 時間以内及び閉園前 1 時

間以内とする。 

・園内走行に当たっては、時速１０km 以下での徐行を厳守し、入園者を優先するとともに、入園 

者に対して細心の注意を払うこと。 

・万一事故が発生した場合は、速やかに公園管理事務所に報告のうえ、事業者の責任において迅 

速に対応してください。 

・園内での車両通行に当たっては、園内に進入する前に、公園管理事務所にて所定の「車両入場 

証」を受け取り、車両前面に掲示してください。 

⑤ 営業に伴う手続き 

     営業に当たって必要となる手続きは出店者が行ってください。（消防への届出等も含む） 

⑥ 施設の維持管理 

出店者は、公園の施設等を善良な管理者の注意をもって利用してください。 

⑦ 売上報告 

    出店日の売上については、翌日までに数量、売上金額を記載したジャーナルまたは POS レジ 

データ等の証拠書類を添えて報告してください。 

 (3) その他注意事項 

  ① 公園内は全面禁煙です。 

  ② 大音量での音楽放送等は禁止します。 

  ③ 協会の指示に従わない場合や出店者として決定した後にキャンセルした場合は、契約解除す 



 

る場合があります。 

 ④ 入園者に対しては、誠実な対応と良好なサービス提供を心掛け、苦情等が発生した場合は、 

出店者の責任と負担により対処してください。 

⑤ 法令等の遵守 

出店に当たっては、都市公園法、神戸市都市公園条例、労働基準法・最低賃金法等の労働関係 

法令、食品衛生法、個人情報の保護に関する法律、神戸市個人情報保護条例、その他関係法令、 

条例、規則及び要綱等を遵守してください。 

 

６． 事業の中止、原状回復義務・補償 

(1) 契約解除 

契約期間中であっても以下に該当した場合には、いかなる事由があっても契約を解除すること

があります。ただし、協会は出店者に対し、損害等の一切の補償は行いません。 

・出店者が都市公園法第 27 条の規定に基づく監督処分を受けた場合 

・出店者の責めに帰すべき理由により事業の継続が困難となった場合 

また、以下に該当した場合には、協会はただちに契約を解除するとともに覚書に定める違約金

を出店者に請求します。 

・応募資格に虚偽、違反する事象が判明した場合 

・出店者の用途指定違反、善管注意義務違反、転貸等の禁止条項に対する違反が判明した 

場合 

(2) 原状回復義務について 

営業日の営業終了時には、出店者の負担により出店場所を原状回復するものとします。 

なお、園内の舗装等の施設や植栽に損傷が生じた場合は、出店者の責任と負担において原状回

復するものとします。 

 

7. 応募資格 

出店者は、次の要件をすべて満たすこと。なお、契約締結後において要件を満たさないことが判 

明した場合は、契約を解除することがあります。 

① キッチンカーについては、キッチンカー所有者の住所が神戸市内にあり、かつ国土交通省神

戸運輸監理部（魚崎庁舎）において自動車登録を行っていること。 

テント出店者については、法人の本社・本店を神戸市内に置いていること、又は個人営業の

場合は、店舗を神戸市内に置き、出店者も神戸市内に在住していること。 

② 当該営業に必要な資格及び免許を有していること 

③ 次の a～c のいずれにも該当しない者であること 

a 出店に係る契約を締結する能力を有しない 

b 破産者で復権を得ない 

c 国税及び地方税の未納がある 

④ 次のa～fのいずれにも該当しない者であること（いずれかに該当する者であって、その事実 

があった後 3 年経過したものを含む）であること 

a 神戸市又は協会の行った競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき、 

又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき 



 

       ｂ 落札者が契約を締結すること、又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき 

     c 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検 

査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げたとき 

d 正当な理由なく神戸市又は協会との契約を履行しなかったとき 

e 神戸市又は協会の行った競争入札又はせり売りの落札者が、落札したにもかかわらず正 

当な理由なく契約を締結しなかったとき 

     f  a～e の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は 

       契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号  

に規定する暴力団員もしくは役員または実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人 

等、その他暴力団（同法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に 

非難されるべき関係を有しているもの（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する 

要綱第 5 条に該当する者）に該当しないこと 

⑥ 業務の従事者は暴力団員またはこれに準じる者でないこと 

 

８. 応募手続きとスケジュール 

 (1) 募集要項の配布  

    令和 8 年 4 月 1 日（水）～令和 8 年 4 月 15 日（水） 

※上記期間内に須磨離宮公園のホームページよりダウンロードしてください。 

 (2) 応募書類提出期限 

令和 8 年 4 月 1８日（土）1７時締切 

      出店希望者は、次項の応募書類を電子メールにて送信してください。 

※応募に当たっては、書類提出は電子メールのみでの受け付けとなりますので、ご注意 

ください。 

（３） 質問 

    出店希望者は、以下の通り質問を行うことができます。 

【受付締切】 令和 8 年４月１４（火） １７時  

【質問方法】 電子メールで送信してください。（様式自由） 

【回 答】 令和 8 年 4 月１６日（木） までに電子メールにて回答します。 

 (4) 公園内の下見 

    出店希望者は、応募書類の提出に当たって、募集要項の配布期間中に公園を下見できます。 

    下見の希望日については、希望日の３日前までに電子メールにて申し込んでください。 

 

９． 応募書類 （出店計画書） 

上記の内容を踏まえて、以下のとおり年間の出店計画書を作成し、協会に提出してください。 

(1) 須磨離宮公園出店計画書（様式自由、A4 サイズにて作成） 

表題を「須磨離宮公園出店計画書」とし、提出年月日、出店者の住所又は所在地（ふりがな）、氏

名（ふりがな）・生年月日、又は法人名称（ふりがな）（法人の場合、代表者の氏名・生年月日）、連

絡先電話番号・電子メールアドレスを必ず記載すること。 

 



 

（２） 出店計画書記載事項 

   ①令和 8 年 4 月 29 日～令和 9 年 3 月 31 日の間の出店予定日・営業時間・出店場所 

※出店予定日は、「毎月第 2・第 3 日曜」のような記載も可とします。 

※出店場所については、添付資料③「園内マップ」を参照して記載してください。 

 希望する出店場所が複数ある場合は、すべて記載してください。 

 なお、特に希望がない場合、「希望なし」として記載してください。 

  ② 販売品目及び販売価格（販売品目には実物写真も付してください） 

(3) 添付書類（各 1 通） 

① 神戸市内（又は兵庫県内）での営業許可証（写し） 

② 納税申告書（写し）（消費税及び地方消費税）（令和 7 年１０月 1 日以降発行分） 

③ キッチンカー（又は設置するテント）の実物写真 

④ キッチンカーの自動車検査証（写し） 

 （４） 応募書類の取扱い 

① 応募書類は理由の如何を問わず返却いたしません。 

② 応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。 

③ 提供を受けた個人情報・営業情報は、契約目的のみに利用し、それ以外の目的には利用いた

しません。 

④ 応募書類提出後は、記載内容の変更はできないものとします。 

⑤ 必要に応じて協会から問い合わせを行うことがあります。 

 

10． 契約の締結 

期限内に応募書類を提出した出店希望者と、出店に係る契約（覚書）を締結します。 

ただし、応募書類の内容に関して、この募集要項に違反している場合や虚偽記載が判明した場合、

覚書を締結しないので注意してください。 

また、応募書類の内容によっては、覚書を締結しないことがあります。 

なお、複数出店者の営業内容が重複する場合、出店計画の調整と変更を求める場合があります。 

 

11．営業開始日 

令和 8 年４月 29 日以降 

※出店日程については、日程調整を行うことがあります。 

 

１２．応募書類提出先（問い合わせ先）【事務局】 

【電子メール】 rikyu＠kobe-park.or.jp 

〒654-0018 神戸市須磨区東須磨 1-1 須磨離宮公園 管理事務所 

担当 田原 電話（078）732-6688 

 

＜添付資料＞ 

① 覚書（見本） 

② ２０２２年度～２０２５年度入園者数（4 月、５月繁忙期） 

③ 園内マップ 


